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令和７年度財政援助団体等監査報告書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により、令和７年度財政援助

団体等監査を実施したので、同条第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 

 

令和７年１１月１９日 

多摩市監査委員  小澤  満 

多摩市監査委員  橋本 由美子 

 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の種類 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

 

（１）名  称 多摩市職員互助会 

（２）所管部課 多摩市総務部人事課 

（３）所 在 地 多摩市関戸六丁目１２番地１ 多摩市役所内 

（４）補助金の名称 多摩市職員互助会補助金 

（５）補助金額 １２，６５５，３３３円（令和６年度補助額、多摩市分） 

（６）補助目的 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４２条、「多摩市職員互助会に

関する条例」に基づき設置された多摩市職員互助会が実施する福利厚生事業に

補助を行うことにより、職員相互の共済、保健、元気回復の推進を図る。 

 

３ 監査の範囲 

 

令和６年度の事業のうち財政的援助に係る出納その他の事務執行について（ただし必要に応

じて令和７年度分を含む。） 

 

４ 監査の期間 

 

令和７年７月９日から令和７年１１月１８日まで 

 

５ 監査の着眼点及び評価項目 

 



 ２ 

（１）財政援助団体 

ア 補助事業は、補助金の目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか 

イ 補助金に係る収支の会計経理及び財産の管理は適正に行われているか 

ウ 関係帳票類の整備、記帳は適正に行われているか。また、領収書等の証拠書類の整理、

保存は適切か 

エ 実績報告書と決算に係る計算書類の金額等は符合しているか 

 

（２）所管部課 

ア 補助金の決定が法令に適合しているか 

イ 補助金の交付目的、対象事業の内容は明確であるか 

ウ 補助金に関する条件の内容は明確かつ適正であるか 

エ 補助金の額の算定、交付方法、時期、手続きが適正であるか 

オ 補助金の効果、条件の履行が実績報告書によりなされているか 

カ 補助金交付団体の指導監督が適切に行われているか 

キ 補助団体の事業計画書、予算書、実績報告書は符合しているか 

ク 補助金が補助対象事業以外に流用されていないか 

 

６ 監査の実施内容 

 

監査の対象となった財務に関する事務の執行について、多摩市職員互助会、所管部課である

総務部人事課から提出された資料、提示のあった関係書類等に基づいて、証憑突合、質問、そ

の他必要と認めた監査手続きを実施した。 

なお、監査にあたっては、多摩市監査基準に関する規程（令和２年４月１日監査規程第１号）

に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の結果及び意見 

 

「多摩市職員互助会に関する条例」及び「多摩市職員互助会に関する条例施行規則」に基づき

交付された多摩市職員互助会補助金について、多摩市職員互助会への財政的援助に係る出納、そ

の他の事務の執行状況、同団体に対する所管課の指導状況等の監査を実施した結果、財政的援助

に係る出納、その他の補助金手続き等の事務の執行については、概ね適正に処理されているもの

と認められた。 

しかしながら、一部に改善・検討を要する事項が見受けられたので、意見として下記に述べる。 

 

（１）多摩市職員互助会（財政援助団体） 

 

ア 会員一人あたりの補助金単価について 

多摩市職員互助会一般会計予算書では、市からの補助金について、会員一人当たりの単価

を13,800円としていたが、市への補助金の申請では、市が予算積算した単価である14,800円

と同額にしていた。予算計上にあたり、特段の理由がない限りは、市の予算と合うように積
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算されたい。 

 

イ 事務従事手当について 

互助会事業の業務に従事した者に対して、事務従事手当を支給しているが、２時間従事し

た者に３時間分の事務従事手当を支払っていた。従事時間に基づき支払事務を適正に行われ

たい。 

 

ウ 事務の実情に応じた規程等の改正について 

多摩市職員互助会の文書取扱は、市の規程等を準用するとしているが、実情は職員互助会

独自の取り扱いとなっていた。また、多摩市職員互助会予算事務規程に定める四半期ごとに

区分した配当計画を作成していなかった。 

平成３０年度の監査でも意見を述べたところであるが、事務執行において、各種の規程と

事務の実態に乖離が生じている原因を分析し、必要があれば、事務の実態に応じて規程を改

めることも検討されたい。 

 

（２）総務部人事課（財政援助団体所管課） 

 

ア 補助金事務に関する文書管理について 

「多摩市文書管理規程」では収入支出の証拠に関する文書の保存年限は１０年と定めてい

るが、多摩市職員互助会補助事業実施計画及び振り返りシートの保存年限を５年としていた。 

また、多摩市職員互助会から提出された多摩市職員互助会補助金概算交付申請書及び多摩

市職員互助会事業実績報告書を文書管理システムに記録していなかった。 

同規程に基づく適正な処理を行うよう改められたい。 

 

（３）多摩市職員互助会についての意見 

多摩市職員の厚生福利等に関する事項について、地方公共団体としての実施義務を果たすた

めに設置された多摩市職員互助会は、昭和５２年以来、職員の親睦、スポーツ・レクリエーシ

ョン、元気回復の事業を展開し、自治体の職場の活性化に一定の役割を果たしてきた。 

新型コロナウィルス感染症の感染が拡大した令和２年から５類感染症に移行した令和５年

５月までは、様々な場面で感染防止対策が徹底され、互助会活動においても令和２年度から４

年度までの３年間は親睦事業を中止しなければならなかった。令和５年度に親睦事業を再開し、

ボッチャ大会を開催した。 

令和６年度は、ボッチャ大会に加え、ボーリング大会も開催し、職員間の交流を深める機会

を増やすとともに、満５５歳を対象に実施していた人間ドック基本コースの全額補助に満５０

歳と満６０歳を加え、インフルエンザ予防接種補助金を恒久化するなど、職員の健康に関する

補助を充実した。 

採用から１０年未満の職員が半数以上を占めるまでになる一方、定年延長による在職年齢の

引き上げもあり、多摩市職員互助会は、職員の意識やニーズが多様化するのに応じて、着実な

事業運営が求められている。 

今後とも、互助会設置の目的の実現に向け、事業を実施されたい。 
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今回の監査では、平成３０年度に実施した前回の指摘事項を踏まえ、改善された事項がある

一方、改善を要する事項があった。 

多摩市職員互助会は、その財源を職員が負担する会費と市の補助金とでほぼ折半しており、

財政援助団体として、市民の誤解を招くことのないよう、補助金の充当先の妥当性、事務処理

の適正性に引き続き留意していただきたい。 

 

第３ 監査団体の概要（令和７年３月３１日現在） 

 

  多摩市職員互助会の目的、事業、組織等は次のとおりである。 

 

１ 目的 

 

地方公務員法第４２条に基づき、市職員の共済、保健、元気回復、その他福利厚生に関する

事業を行うことを目的とする。 

 

２ 事業内容 

 

（１） 給付事業（各種祝金等） 

（２） 補助事業（人間ドック補助、各部活動補助等） 

（３） 貸付事業（会員への資金貸付） 

（４） 福利厚生事業（親睦事業、民間福利厚生事業者への事業委託等） 

（５） （１）から（４）に規定するもののほか必要な事業 

 

３ 設立 

 

  昭和５２年４月１日 

 

４ 組織  

 

（１） 会員数 

ア 正会員８６９名（多摩市８５６名、多摩市下水道事業１３名） 

常勤職員、再任用職員、再雇用職員 

イ 準会員４８３名（多摩市４８１名、多摩市下水道事業２名） 

会計年度任用職員のうち専門スタッフ（再雇用職員を除く）及び通年の補助スタッフ 

（２）役員数等 

ア 理事長１名（総務部に関する事務を所掌する副市長） 

イ 常任理事２名（総務部長、職員組合の執行委員長） 

ウ 理事６名（会員の中から理事長が選任。うち事務局長１名、職員組合の推薦３名） 

エ 監事２名（会員の中から理事長が選任。うち職員組合の推薦１名） 
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（３）事務局 

総務部人事課 

（４）事務局職員 

ア 事務局長（人事課長） １名 

イ 事務局次長（給与・厚生係長） １名 

ウ 書記（非常勤職員） １名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）機関等 

ア 評議員会（各課の代表６４名） 

（ア）予算の議決及び決算の認定 

（イ）規約の制定改廃 

（ウ）事業の基本的方針の議決 

（エ）その他特に重要な事業の議決 

イ 理事会（９名） 

（ア）評議員会に付議する事項の審議 

（イ）評議員会から委任された事項の審議 

（ウ）規程、要綱の制定改廃 

（エ）その他特に重要な事項の審議 

 

 

理事会 
【役員】 
 ・理事長１ 
 ・常任理事２ 
 ・理事６ 
 ・監事２ 
※監事は理事会に出席できるが、議決

権はない。 

事務事業部 親睦事業部 委託事業部 

事務局（人事課） 
 ・事務局長 
 ・事務局次長 
 ・書  記 

総務部会 事業部会 

 

正 

会 

員 監
査 

評議員会 
（各課の代表） 

 【多摩市職員互助会組織図】 

準 

会 

員 
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５ 収支状況（令和６年度事業実績報告書より） 

（１）歳入決算額                   ３４，７９９，９１５円 

（２）歳出決算額                   ２９，６１９，７０３円 

 

６ 市との関係 

市は、多摩市職員互助会に関する条例及び多摩市職員互助会に関する条例施行規則に基づ

き補助金を交付している。 

令和６年度多摩市職員互助会補助金交付額      １２，６５５，３３３円 

（参考） 多摩市下水道事業職員互助会補助金交付額    ２４７，００４円 

 

第４ 監査団体に係る補助金事務手続きの状況 

 

１ 事業の実施について（令和６年度補助金交付申請等の事務手続） 

 

交付申請日 令和 ６年 ５月３１日 （交付申請額 １３，１４２，４００円） 

  （多摩市分 １２，８９０，８００円） 

  （多摩市下水道事業分 ２５１，６００円） 

交付決定日 令和 ６年 ５月３１日 （交付決定額 １３，１４２，４００円） 

  ＊多摩市下水道事業会計の交付決定日は令和６年６月１１日 

交付請求日 令和 ６年 ６月１２日 （交付請求額 １３，１４２，４００円） 

交付日 令和 ６年 ７月 １日 （収 入 額 １３，１４２，４００円） 

実績報告日 令和 ７年 ３月３１日 （実績報告額 １２，９０２，３３７円） 

  （多摩市分 １２，６５５，３３３円） 

  （多摩市下水道事業分 ２４７，００４円） 

補助金額確定日 令和 ７年 ３月３１日 （補助金確定額 １２，９０２，３３７円） 

補助金返還日 令和 ７年 ４月２５日 （返還額 ２４０，０６３円） 

  （多摩市分 ２３５，４６７円） 

  （多摩市下水道事業分 ４，５９６円） 

  ＊多摩市下水道事業会計の補助金返還日は令和７年４月２２日 

 

２ 補助金の実績 

 

 令和６年度補助金の交付状況は、以下のとおりであった。 

                                     （単位：円） 

  当初申請額 交付決定額 
補助金額 
(確定額) 

差 額 返還額 

多摩市職員 
互助会補助金 

13,142,400 13,142,400 12,902,337 240,063 240,063 
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令和６年度多摩市職員互助会一般会計歳入歳出決算 

 

【歳入】                                （単位：円） 

 

科 目 予算現額(A) 収入済額(B) 
予算現額と 

収入済額の比較 
(B-A) 

会費 12,420,000 12,902,337 482,337 

 会費 12,420,000 12,902,337 482,337 

  会費 12,420,000 12,902,337 482,337 

補助金 12,420,000 12,902,337 482,337 

 市補助金 12,420,000 12,902,337 482,337 

 （市）厚生費補助金 12,213,000 12,655,333 442,333 

 （下水道）厚生費補助金 207,000 247,004 40,004 

繰越金   3,812,000 3,812,506 506 

  繰越金      3,812,000 3,812,506 506 

 前年度繰越金 3,812,000 3,812,506 506 

諸収入 5,093,000 5,182,735 89,735 

 諸収入 5,092,000 5,118,163 26,163 

 

預金利子 1,000 7,963 6,963 

事業収入 91,000 110,200 19,200 

基金繰入金 5,000,000 5,000,000 0 

雑入 1,000 64,572 63,572 

 雑入 1,000 64,572 63,572 

歳入合計 33,745,000 34,799,915 1,054,915 
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【歳出】                                （単位：円） 

 

科 目 予算現額(A) 支出済額(B) 
支出済額（Ｂ）の 

うち補助金 
充当額 

予算現額と 

支出済額の比較 

(A-B) 

事務費 2,741,000 2,681,743 2,681,743 59,257 

 事務従事費 2,721,000 2,679,824 2,679,824 41,176 

 事務従事費 2,721,000 2,679,824 2,679,824 41,176 

管理費 20,000 1,919 1,919 18,081 

 
会議費 5,000 0 0 5,000 

事務管理費 15,000 1,919 1,919 13,081 

事業費 27,115,000 23,437,960 10,220,594 3,677,040 

 給付事業費 15,953,000 12,873,914 2,470,814 3,079,086 

 
給付費 4,623,000 3,299,100 0 1,323,900 

補助費 11,330,000 9,574,814 2,470,814 1,755,186 

総務事業費 809,000 535,838 0 273,162 

 
総務事業費 606,000 333,130 0 272,870 

刊行費 203,000 202,708 0 292 

親睦事業費 1,680,000 1,617,586 1,020,616 62,414 

 親睦事業費 1,680,000 1,617,586 1,020,616 62,414 

委託事業費 8,673,000 8,410,622 6,729,164 262,378 

  委託料 8,673,000 8,410,622 6,729,164 262,378 

諸支出金 3,502,000 3,500,000 0 2,000 

 諸支出金 2,000 0 0 2,000 

 
諸支出金 1,000 0 0 1,000 

基金繰出金 1,000 0 0 1,000 

積立金 3,500,000 3,500,000 0 0 

 積立金 3,500,000 3,500,000 0 0 

予備費 387,000 0 0 387,000 

 予備費 387,000 0 0 387,000 

 予備費 387,000 0 0 387,000 

歳出合計 33,745,000 29,619,703 12,902,337 4,125,297 

  歳入歳出差引残高 5,180,212 円は翌年度へ繰り越す。 


